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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系と、
　前記光学系の結像面に位置し、入射した赤外線を検出する複数の画素を備え、該複数の
画素により赤外線画像を撮像する赤外線検出器と、
　前記複数の画素の画素ごとの非均一性をそれぞれ補正するための基礎補正データに基づ
いて、前記赤外線画像を補正して補正後画像を出力する補正部と、
　オフセット値算出部とを備え、
　前記オフセット値算出部が、
　　前記補正後画像から対象被写体に対応する被写体領域を検出する領域検出部と、
　　前記被写体領域の画素値を表す被写体値を算出する画素値算出部と、
　　前記赤外線検出器によって撮像された基準となる赤外線画像である基準赤外線画像を
前記基礎補正データに基づいて補正した補正後基準画像における、前記被写体領域の画素
値である基準被写体値と、前記被写体値とに基づいて、前記被写体領域の画素値の変化量
である被写体値変化量を算出する変化量算出部と、
　　前記被写体値変化量を、温度変化に起因する前記複数の画素の画素値の変化量を表す
代表オフセット値として算出する代表オフセット値算出部とを有してなり、
　前記補正部が、前記代表オフセット値と前記基礎補正データとに基づいて、前記赤外線
画像を補正する、
　ことを特徴とする赤外線撮像装置。
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【請求項２】
　前記補正部は、前記代表オフセット値によって前記基礎補正データを増減させたデータ
を用いて、前記赤外線画像をオフセット補正する請求項１記載の赤外線撮像装置。
【請求項３】
　前記オフセット値算出部が、前記複数の画素の画素ごとに、前記代表オフセット値と温
度変化に起因する当該画素の画素値の変化量を表す固有オフセット値との関係をそれぞれ
表す固有値情報に基づいて、前記複数の画素の画素ごとに、前記代表オフセット値に対応
する前記固有オフセット値をそれぞれ算出する固有オフセット値算出部をさらに備え、
　前記補正部が、前記固有オフセット値によって前記基礎補正データを増減させたデータ
を用いて、前記赤外線画像をオフセット補正する請求項１記載の赤外線撮像装置。
【請求項４】
　前記変化量算出部は、前記基準被写体値と前記被写体値の少なくとも一方の値に対して
、前記基準被写体値と前記被写体値の間の前記光学系に起因するシェーディングの差を低
減する補正を行い、前記シェーディングの差を低減する補正を行った後の前記被写体値か
ら、前記シェーディングの差を低減する補正を行った後の前記基準被写体値を減算した値
を前記被写体値変化量として算出する請求項１から３のいずれか１項記載の赤外線撮像装
置。
【請求項５】
　前記オフセット値算出部は、前記変化量算出部による前記被写体値変化量の算出に先立
って、前記補正後画像の画素値の少なくとも一部に対して、前記光学系に起因するシェー
ディングを補正するシェーディング補正処理を行うシェーディング補正部をさらに有する
請求項１から３のいずれか１項記載の赤外線撮像装置。
【請求項６】
　前記シェーディング補正部は、前記補正後画像における前記複数の画素に対応する画素
値に対して前記シェーディング補正処理を行い、
　前記領域検出部は、前記シェーディング補正処理を行った後の前記複数の画素に対応す
る画素値に基づいて、前記被写体領域を検出する請求項５記載の赤外線撮像装置。
【請求項７】
　前記シェーディング補正部は、前記被写体領域に含まれる画素の画素値に対して前記シ
ェーディング補正処理を行い、
　前記画素値算出部は、前記シェーディング補正処理を行った後の前記被写体領域に含ま
れる画素値に基づいて、前記被写体値を算出する請求項５記載の赤外線撮像装置。
【請求項８】
　前記画素値算出部は、前記被写体領域の画素値の分布を表すヒストグラムに基づいて、
最頻値と平均値と中央値とのいずれか１つを前記被写体値として算出する請求項１から７
のいずれか１項記載の赤外線撮像装置。
【請求項９】
　前記領域検出部が、人に対応する領域を前記被写体領域として検出する請求項１から８
いずれか１項に記載の赤外線撮像装置。
【請求項１０】
　前記オフセット値算出部は、周期的に繰り返し前記代表オフセット値を算出する請求項
１から９いずれか１項に記載の赤外線撮像装置。
【請求項１１】
　前記基礎補正データを補正する基礎補正データ更新処理を実行する基礎補正データ更新
部と、
　前記赤外線検出器と前記光学系との間に位置し、開閉自在であるシャッタと、
　前記補正後画像に前記被写体領域が存在しない間に、前記赤外線検出器に前記シャッタ
を閉じた状態におけるシャッタ画像を撮像させ、該シャッタ画像に基づいて前記基礎補正
データ更新部に前記基礎補正データ更新処理を実行させる制御部とをさらに備える請求項
１から１０のいずれか１項記載の赤外線撮像装置。
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【請求項１２】
　光学系の結像面に位置し、入射した赤外線を検出する複数の画素を備えた赤外線検出器
を備えた赤外線撮像装置による信号補正方法であって、
　前記複数の画素により赤外線画像を撮像する撮像ステップと、
　前記複数の画素の画素ごとの非均一性をそれぞれ補正するための基礎補正データに基づ
いて、前記赤外線画像を補正して補正後画像を出力する補正ステップと、
　オフセット値算出ステップとを有し、
　前記オフセット値算出ステップが、
　　前記補正後画像から対象被写体に対応する被写体領域を検出する領域検出ステップと
、
　　前記被写体領域の画素値を表す被写体値を算出する画素値算出ステップと、
　　前記赤外線検出器によって撮像された基準となる赤外線画像である基準赤外線画像を
前記基礎補正データに基づいて補正した補正後基準画像における、前記被写体領域の画素
値である基準被写体値と、前記被写体値とに基づいて、前記被写体領域の画素値の変化量
である被写体値変化量を算出する変化量算出ステップと、
　　前記被写体値変化量を、温度変化に起因する前記複数の画素の画素値の変化量を表す
代表オフセット値として算出する代表オフセット値算出ステップとを有してなり、
　前記補正ステップが、前記代表オフセット値と前記基礎補正データとに基づいて、前記
赤外線画像を補正することを特徴とする赤外線撮像装置による信号補正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線画像を撮像する赤外線撮像装置および赤外線撮像装置による信号補正
方法に関し、特に赤外線画像の画素信号を補正する赤外線撮像装置および赤外線撮像装置
による信号補正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入射赤外光（赤外線）を検出して赤外線画像を生成する赤外線撮像装置が知られている
。一般に、赤外線撮像装置は、被写体から放射される赤外線を検出して電気信号に変換す
る赤外線検出器を含む。赤外線撮像装置は、監視カメラ、暗視装置、サーモグラフィ、又
は車両や航空機などに搭載する先方監視装置などの広範囲の分野で利用されている。
【０００３】
　赤外線撮像装置では、赤外線検出器の検出器素子（画素）が持つ画素固有の感度のばら
つきなどの画素ごとの非均一性が存在する。画素ごとの非均一性が存在すると、赤外線撮
像装置により均一な温度の面を撮像しても、画像信号（画素値）にばらつきが生じて均一
な画像が得られない。画素ごとの非均一性の影響を低減するには、各画素の非均一性に対
応する補正値を備えてなる補正データを取得し、その画素で検出された画素値から、その
画素に対応する補正値をオフセット補正する非均一性補正処理を実施すればよい。非均一
性補正処理に用いる補正データは、例えば、均一な光量の光源を赤外線検出器の前面に設
置し、かつ外部から赤外線検出器に入射する赤外線を遮断した状態で取得される。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、赤外線撮像装置内にシャッタ機構を設け、シャッタにより外
部から赤外線検出器に入射する赤外線を遮断して、非均一性補正処理に用いる補正データ
を取得する方法が開示されている。
【０００５】
　画素ごとの非均一性は、赤外線撮像装置の本体、回路基板および画素自体などの温度変
化によって変動する。このため、非均一性補正処理に用いる補正データを繰り返し取得す
ることが好ましい。もし、温度変化に関わらず、共通の補正データを用いて、複数の時点
の赤外線画像に対して非均一性補正処理を実施した場合には、ある時点の赤外線画像に対
しては適切な補正結果が得られても、他の時点の赤外線画像に対しては、画像の明るい部
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分が白一色に表示される白飛び、又は、画像の暗い部分が黒一色に表示される黒沈みなど
の不具合を有する不適切な補正結果となる可能性がある。
【０００６】
　また、特許文献２には、２つの撮像装置で同一の人物をそれぞれ撮像して得られた２つ
の赤外線画像に基づいて、２つの赤外線画像の人物の画素値の平均値を求め、係る平均値
に２つの赤外線画像の人物の画素値が一致するように、２つの赤外線画像の画素値を補正
する方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－９６７５２号公報
【特許文献２】特許４９１０５２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、特許文献１に記載された技術においては、非均一性補正処理に用いる補正デー
タを取得するためにシャッタを閉じた状態とする必要があるため、外部環境を撮像できな
い時間が生じてしまう。しかし、例えば、注目すべき被写体を撮像している期間など特定
の状況下では、外部環境の撮像が途切れることは好ましくない。
【０００９】
　また、特許文献２は、異なる撮像装置でそれぞれ撮像された２つの赤外線画像間で対応
する被写体の画素値を一致させる補正値を算出する技術にすぎない。このため、特許文献
２の技術において、外部環境の温度変化などが生じた場合には、２つの撮像装置のそれぞ
れに非均一性補正処理に用いる補正データを更新する必要があり、各撮像装置のそれぞれ
に撮像できない時間が生じてしまう。
【００１０】
　このため、温度変化に起因して画素ごとの非均一性の変動が生じても、外部環境の撮像
を途切れさせないで、非均一性補正処理に用いる補正データを取得できる方法が要望され
ている。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、外部環境の撮像を途切れさせないで、
温度変化に起因する画素ごとの非均一性の変動を補正することができる赤外線撮像装置、
係る赤外線撮像装置による信号補正方法を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る赤外線撮像装置は、光学系と、光学系の結像面に位置し、入射した赤外線
を検出する複数の画素を備え、複数の画素により赤外線画像を撮像する赤外線検出器と、
複数の画素の画素ごとの非均一性をそれぞれ補正するための基礎補正データに基づいて、
赤外線画像を補正して補正後画像を出力する補正部と、オフセット値算出部とを備え、オ
フセット値算出部が、補正後画像から対象被写体に対応する被写体領域を検出する領域検
出部と、被写体領域の画素値を表す被写体値を算出する画素値算出部と、赤外線検出器に
よって撮像された基準となる赤外線画像である基準赤外線画像を基礎補正データに基づい
て補正した補正後基準画像における、被写体領域の画素値である基準被写体値と、被写体
値とに基づいて、被写体領域の画素値の変化量である被写体値変化量を算出する変化量算
出部と、被写体値変化量を、温度変化に起因する複数の画素の画素値の変化量を表す代表
オフセット値として算出する代表オフセット値算出部とを有してなり、補正部が、代表オ
フセット値と基礎補正データとに基づいて、赤外線画像を補正する、ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る赤外線撮像装置による信号補正方法は、光学系の結像面に位置し、入射し
た赤外線を検出する複数の画素を備えた赤外線検出器を備えた赤外線撮像装置による信号
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補正方法であって、複数の画素により赤外線画像を撮像する撮像ステップと、複数の画素
の画素ごとの非均一性をそれぞれ補正するための基礎補正データに基づいて、赤外線画像
を補正して補正後画像を出力する補正ステップと、オフセット値算出ステップとを有し、
オフセット値算出ステップが、補正後画像から対象被写体に対応する被写体領域を検出す
る領域検出ステップと、被写体領域の画素値を表す被写体値を算出する画素値算出ステッ
プと、赤外線検出器によって撮像された基準となる赤外線画像である基準赤外線画像を基
礎補正データに基づいて補正した補正後基準画像における、被写体領域の画素値である基
準被写体値と、被写体値とに基づいて、被写体領域の画素値の変化量である被写体値変化
量を算出する変化量算出ステップと、被写体値変化量を、温度変化に起因する複数の画素
の画素値の変化量を表す代表オフセット値として算出する代表オフセット値算出ステップ
とを有してなり、補正ステップが、代表オフセット値と基礎補正データとに基づいて、赤
外線画像を補正することを特徴とする。
【００１４】
　上記において、「温度変化に起因する複数の画素の画素値の変化量」とは、赤外線検出
器に含まれる複数の画素の画素値の変化量であって温度変化に起因して生じる変化量を意
味する。係る変化量の一例として、外部環境の温度変化に伴う赤外線撮像装置本体と回路
基板および画素自体の温度変化、回路基板に通電することにより生じる回路基板および画
素自体の温度変化などによって生じる画素値の変化量がある。
【００１５】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、補正部は、代表オフセット値によって基礎補正
データを増減させたデータを用いて、赤外線画像をオフセット補正することが好ましい。
【００１６】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、オフセット値算出部が、複数の画素の画素ごと
に、代表オフセット値と温度変化に起因する画素の画素値の変化量を表す固有オフセット
値との関係をそれぞれ表す固有値情報に基づいて、複数の画素の画素ごとに、代表オフセ
ット値に対応する固有オフセット値をそれぞれ算出する固有オフセット値算出部をさらに
備え、補正部は、固有オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用いて
、赤外線画像をオフセット補正してもよい。
【００１７】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、変化量算出部は、基準被写体値と被写体値の少
なくとも一方の値に対して、基準被写体値と被写体値の間の光学系に起因するシェーディ
ングの差を低減する補正を行い、シェーディングの差を低減する補正を行った後の被写体
値から、シェーディングの差を低減する補正を行った後の基準被写体値を減算した値を被
写体値変化量として算出することが好ましい。
【００１８】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、オフセット値算出部は、変化量算出部による被
写体値変化量の算出に先立って、補正後画像の画素値の少なくとも一部に対して、光学系
に起因するシェーディングを補正するシェーディング補正処理を行うシェーディング補正
部をさらに有することが好ましい。
【００１９】
　上記「光学系に起因するシェーディング」とは、光学系に起因して生じる画素値の非均
一性（ばらつき）を意味する。例えば、光学系によるシェーディングとして、光学系の光
軸における光量よりも光軸から離れた位置において光量が低減する、いわゆる周辺光量落
ちなどがあげられる。
【００２０】
　オフセット値算出部がシェーディング補正部を有する場合に、シェーディング補正部は
、補正後画像における複数の画素に対応する画素値に対してシェーディング補正処理を行
い、領域検出部は、シェーディング補正処理を行った後の複数の画素に対応する画素値に
基づいて、被写体領域を検出することが好ましい。
【００２１】
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　オフセット値算出部がシェーディング補正部を有する場合に、シェーディング補正部は
、被写体領域に含まれる画素の画素値に対してシェーディング補正処理を行い、画素値算
出部は、シェーディング補正処理を行った後の被写体領域に含まれる画素値に基づいて、
被写体値を算出することが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、画素値算出部は、被写体領域の画素値の分布を
表すヒストグラムに基づいて、最頻値と平均値と中央値とのいずれか１つを被写体値とし
て算出することが好ましい。
【００２３】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、領域検出部が、人に対応する領域を被写体領域
として検出することが好ましい。
【００２４】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、オフセット値算出部は、周期的に繰り返し代表
オフセット値を算出することが好ましい。
【００２５】
　本発明に係る赤外線撮像装置において、基礎補正データを補正する基礎補正データ更新
処理を実行する基礎補正データ更新部と、赤外線検出器と光学系との間に位置し、開閉自
在であるシャッタと、補正後画像に被写体領域が存在しない間に、赤外線検出器にシャッ
タを閉じた状態におけるシャッタ画像を撮像させ、シャッタ画像に基づいて基礎補正デー
タ更新部に基礎補正データ更新処理を実行させる制御部とをさらに備えることが好ましい
。
【００２６】
　「補正後画像に被写体領域が存在しない間に」とは、補正後画像に実質的に被写体領域
が含まれない間を意味する。また、例えば、補正後画像から被写体領域の有無を検出して
被写体領域が存在しないことを確認した場合に限定されず、補正後画像に被写体領域がな
いことが既知である場合なども含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の赤外線撮像装置および本発明の赤外線撮像装置による信号補正方法によれば、
赤外線画像自体の情報に基づいて、赤外線検出器の複数の画素における、温度変化に起因
する画素値の変化量を表す代表オフセット値を算出し、代表オフセット値に基づいて赤外
線画像を補正する。このため、外部環境の撮像を途切れさせないで、温度変化に起因する
画素ごとの非均一性の変動を補正することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態による赤外線撮像装置の構成を示す概略ブロック図。
【図２】第１の実施形態のデジタル信号処理部の構成を示すブロック図。
【図３】温度変化による画素値の変化を説明するための図。
【図４】温度変化の影響を受けた赤外線画像の一例を示す図。
【図５】赤外線検出器の一部の画素を示す図。
【図６Ａ】図５に示す画素に対応する補正前の基礎補正データの例を示す図。
【図６Ｂ】図５に示す画素に対応する補正後の基礎補正データの例を示す図。
【図７】第１の実施形態の信号補正処理を示すフローチャート。
【図８Ａ】温度変化の影響を受けた赤外線画像の他の一例を示す図
【図８Ｂ】光学系によるシェーディングを説明するための図
【図９】第３の実施形態のデジタル信号処理部の構成を示すブロック図。
【図１０】第３の実施形態の信号補正処理を示すフローチャート。
【図１１】第３の実施形態の変形例の信号補正処理を示すフローチャート。
【図１２】第４の実施形態のデジタル信号処理部の構成を示すブロック図。
【図１３】第４の実施形態の固有値情報の例を示す図。
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【図１４Ａ】第４の実施形態の補正前の基礎補正データの例を示す図。
【図１４Ｂ】第４の実施形態の補正後の基礎補正データの例を示す図。
【図１５】第４の実施形態の信号補正処理を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の一実施形態
による赤外線撮像装置１００の構成を示す概略ブロック図である。
【００３０】
　まず、本発明の一実施形態の赤外線撮像装置１００は、赤外線撮影用の光学系１と、光
学系１の結像面に検出面を位置させ、光学系１を通過した赤外線を検出する赤外線検出器
３と、赤外線検出器３と光学系１との間に位置し、開閉自在であるシャッタ２と、赤外線
検出器３で検出された画素信号に対して増幅処理を含む公知のアナログ信号処理を行うア
ナログ信号処理回路４と、アナログ信号処理を施された画素信号に対してＡＤ変換（Anal
og to Digital変換）を行うＡＤ変換回路５と、ＡＤ変換処理を施されたデジタル信号か
ら構成される赤外線画像に対して、本発明の実施形態による信号補正処理を含む各種の信
号補正処理を行うデジタル信号処理装置(Digital Signal Processor)であるデジタル信号
処理部６と、デジタル信号処理部６により補正された赤外線画像を出力する出力部８と、
赤外線撮像装置１００は赤外線画像の撮像などの制御を行う制御部９と、制御部９によっ
て制御されるシャッタ２を駆動するシャッタ駆動機構１０を備える。また、赤外線撮像装
置１００は、図１には不図示の装置本体を備え、上記各部は、撮像装置本体の中に配置さ
れている。
【００３１】
　赤外線検出器３は、複数の赤外線検出素子を行列状に配置した固体撮像素子であるイメ
ージセンサから構成される。赤外線検出器３の画素は、赤外線（波長０．７μｍ～１ｍｍ
）を検出可能な赤外線検出素子（赤外線検出器）であり、特に、遠赤外線（波長８～１５
μｍ）を検出可能な赤外線検出素子である。例えば、上記有効画素又は参照画素として用
いられる赤外線検出素子としてボロメータ型又はSOI（Silicon on Insulator）ダイオー
ド型の赤外線検出素子を用いることができる。
【００３２】
　出力部８は、無線又は有線通信によって、本発明の実施形態の信号補正処理を含む各種
のデジタル信号処理が施された赤外線画像を不図示の外部記憶部と表示部に出力する。こ
こでは、不図示の外部記憶部は、ハードディスクなど各種の記憶媒体から構成される。例
えば、外部記憶部をメモリカード型の補助記憶装置として構成してもよい。なお、不図示
の表示部は、液晶型ディスプレイなど公知のディスプレイを備え、出力した赤外線画像を
表示する。また、不図示の外部記憶部は出力部８から取得した赤外線画像を記憶する。
【００３３】
　制御部９は、装置全体の統括的な制御を行う。制御部９には、例えばＦＰＧＡ（Field-
Programmable Gate Array）などのＰＬＤ（Programmable Logic Device）を用いることが
できる。制御部９は、赤外線撮像装置１００の動作モードを、通常撮像モードと基礎補正
データの更新モードとの間で切り替える。制御部９は、制御信号を通じて、デジタル信号
処理部６における信号処理を動作モードに応じて制御する。具体的には、通常撮像モード
時はデジタル信号処理部６に補正処理を実施させ、基礎補正データの更新モード時は基礎
補正データ更新処理を実施させる。また、制御部９は、基礎補正データの更新モードの際
に、シャッタ駆動機構１０を制御して、シャッタ２に設けられたヒータ２Ａによってシャ
ッタ２の像側面を均一な基準温度にするように制御し、シャッタ２の像側面が均一な基準
温度に制御された状態でシャッタ画像を撮像する制御を行う。
【００３４】
　デジタル信号処理部６は、典型的には、プロセッサと、プロセッサに対する命令を格納
するＲＯＭ（Read Only Memory）と、データを格納するＲＡＭ（Random Access Memory）
とを含み、これらはバスを介して接続されている。
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【００３５】
　図２は、第１の実施形態のデジタル信号処理部６の詳細な構成を示すブロック図である
。図２に示すように、プロセッサがＲＯＭに格納されたプログラムに従って動作すること
で、デジタル信号処理部６は、補正部６２と、オフセット値算出部６０と、基礎補正デー
タ更新部６３と、スイッチＳＷなどとして機能する。また、デジタル信号処理部６のＲＡ
Ｍは、フレームメモリ６１と、基準値記憶部６６と、補正データ記憶部６４として機能す
る。デジタル信号処理部６は、外部の記憶装置などと接続されるインタフェースを有して
いてもよい。なお、基準値記憶部６６と、補正データ記憶部６４は、例えばＥＥＰＲＯＭ
（Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory）などの書き換え可能な
不揮発性メモリで構成されていてもよい。
【００３６】
　フレームメモリ６１は、赤外線検出器３で検出されたフレーム画像である赤外線画像を
記憶する。また、各画像処理の必要に応じて処理対象の赤外線画像を記憶する。
【００３７】
　なお、信号補正処理が行われた補正後の赤外線画像である補正後画像は、赤外線撮像装
置１００のデジタル信号処理装置によって、信号補正処理の後にその他の必要な補正処理
などが適宜施され、出力部８によって不図示の外部記憶部および表示部などに適宜出力さ
れる。なお、補正後画像に対して例えば、階調処理、エッジ強調処理、局所的コントラス
ト強調処理、シャープネス調整処理および／又はシェーディング補正処理など任意の処理
を行ってよい。
【００３８】
　補正データ記憶部６４は、画素ごとの非均一性の補正値を表す基礎補正データを記憶す
る。ここで、赤外線検出器３の各検出器素子（各画素）に検出される各画素値（各画素信
号）は、その画素に固有のばらつき成分（非均一性成分）を有する。基礎補正データは、
各画素のばらつき成分の値に相当する補正値を表すデータであり、各画素の補正値の集合
である。補正データ記憶部６４は、初期状態では、均一な光量の光源を赤外線検出器３の
前面に設置し、かつ外部から赤外線検出器３に入射する赤外線を遮断した状態で赤外線検
出器３により検出された赤外線画像を、基礎補正データとして記憶していてもよい。
【００３９】
　補正部６２は、基礎補正データに基づいて、赤外線画像を補正して補正後画像を出力す
る。ここでは、補正部６２は、補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正データを参照
して、赤外線画像の各画素値に含まれるばらつき成分の補正（除去）を行う。より詳細に
は、補正部６２は、赤外線検出器３によって撮像された赤外線画像の各画素値から、その
画素値の画素のばらつき成分に相当する補正値をそれぞれオフセット演算することにより
、各画素に固有のばらつき成分を除去する非均一性補正処理を行って、入射赤外線の量に
依存した画素値を出力する。
【００４０】
　また、補正部６２は、代表オフセット値が算出された後は、代表オフセット値と基礎補
正データに基づいて赤外線画像を補正する。また、補正部６２は、代表オフセット値によ
って基礎補正データを増減させたデータを用いて、赤外線画像をオフセット補正する。な
お、ここで補正部６２の補正対象となる赤外線画像は、代表オフセット値の算出の際に用
いられた赤外線画像であってもよく、代表オフセット値の算出の際に用いられた赤外線画
像より後に撮像された赤外線画像であってもよい。
【００４１】
　「代表オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用いて、赤外線画像
をオフセット補正する」とは、赤外線画像の各画素値から、代表オフセット値と、基礎補
正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値と、をオフセット補正することを
意味する。「代表オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用いて、赤
外線画像をオフセット補正する」とは、結果的に、赤外線画像の各画素値から、代表オフ
セット値と、基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値とをそれぞれ
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オフセット補正（除去）するいかなる方法も含む。
【００４２】
　例えば、補正部６２は、赤外線検出器３が１～ｎ個の画素を有する場合、補正部６２に
よって出力されるｉ番目（１≦ｉ≦ｎ）の画素の出力画素値が、（ｉ番目の画素に対応す
る出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目の画素の補正値）－（代表オ
フセット値）となる範囲で、任意の方法でオフセット補正を行ってよい。
【００４３】
　一例として、図２に破線で示すように、補正データ記憶部６４に代表オフセット値と基
礎補正データとが個々に記憶されている場合に、補正部６２は、代表オフセット値と、基
礎補正データと参照して、式（１）に示すように、赤外線画像の各画素値から、代表オフ
セット値と、基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値とを減算する
ことにより、オフセット補正を行ってもよい。また、本実施形態のように、代表オフセッ
ト値を加算した基礎補正データによって、補正データ記憶部６４の基礎補正データを更新
した場合には、補正部６２は、赤外線画像の各画素値から、後述の式（１－１）に示すよ
うに、更新された基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値を減算す
ることによりオフセット補正を行ってもよい。
　　（ｉ番目の画素に対応する出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目
の画素の補正値）－（代表オフセット値）　　　　（１）
【００４４】
　また、補正部６２は、結果的に、赤外線画像の各画素値から、少なくとも代表オフセッ
ト値と、基礎補正データに含まれる、対応する補正値とを補正（除去）するものであれば
、代表オフセット値と基礎補正データに含まれる補正値に加えて、さらなる補正値を用い
て補正処理を行ってもよい。
【００４５】
　スイッチＳＷには、補正部６２によって非均一性補正処理が行われた赤外線画像である
補正後画像が入力される。スイッチＳＷは、補正後画像を、オフセット値算出部６０と基
礎補正データ更新部６３に選択的に出力する。スイッチＳＷの切り替えは、例えば制御部
９が出力する制御信号に基づいて実施される。制御部９は、通常撮像モード時はスイッチ
ＳＷからオフセット値算出部６０に補正後画像を出力させる。また、制御部は、オフセッ
ト値算出部６０にオフセット値の算出を指示する。一方、制御部９は、基礎補正データの
更新モード時は、スイッチＳＷから基礎補正データ更新部６３に補正後画像を出力させる
。また、制御部９は、基礎補正データ更新部６３に基礎補正データの更新を指示する。
【００４６】
　基礎補正データ更新部６３は、基礎補正データを更新する。基礎補正データ更新部６３
には、基礎補正データ更新モードになると、スイッチＳＷを介して、シャッタ２の像側面
が均一な基準温度に制御された状態で撮像されたシャッタ画像が入力される。基礎補正デ
ータ更新部６３は、シャッタ画像に基づいて、公知の方法により各画素が均一な出力値と
なる補正値を画素ごとに算出し、画素ごとの補正値の集合である基礎補正データを取得す
る。そして、取得した基礎補正データにより補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正
データを更新する。なお、均一な温度としたシャッタを撮像したシャッタ画像において、
シャッタ画像における画素値は、画素ごとの固有のばらつき成分の値と、被写体から入射
する均一な画素値との和となる。このため、例えば、基礎補正データ更新部６３は、シャ
ッタ画像の画素値データを基礎補正データとして取得してもよい。なお、基礎補正データ
は、赤外線撮像装置１００の製造時に作成されて補正データ記憶部６４に保存されてもよ
い。また、赤外線撮像装置１００は、基礎補正データ更新部６３およびスイッチＳＷを省
略してもよい。
【００４７】
　なお、ここでは、基礎補正データ更新部６３は、直前の補正後画像から人領域が検出さ
れていないという条件を満たす場合に基礎データ更新処理を行う。詳細には、基礎補正デ
ータ更新部６３は、前回の基礎補正データの更新処理から設定された時間間隔が経過して
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おり、さらに、直前の補正後画像から領域検出部６５によって人領域が検出されていない
という更新条件を満たす場合に、基礎補正データの更新処理を行う。
【００４８】
　基礎補正データを更新する時間間隔は、必要とされる任意の時間間隔とすることができ
、装置の仕様や要求事項に応じて、一定の時間間隔としてもよく、それぞれ異なる時間間
隔としてもよい。例えば、基板温度（特にセンサ温度）および赤外線撮像装置１００の筐
体温度などの撮影対象に無関係な外的要因による赤外線量が頻繁に変動する場合には、上
記時間間隔を短めに設定し、外的要因による赤外線量があまり変動しない場合には、上記
時間間隔を長めに設定することが考えられる。一例として、上記時間間隔を、２～３分程
度とすることができる。
【００４９】
　なお、基礎補正データ更新部６３は、任意の方法により基礎補正データを更新してよい
。例えば、光学系が非合焦状態となることで、光学系の観測視野内の全方向からの光が赤
外線検出器３に均等に入射する。つまり、光学系に対して様々な方向から入射した光束は
、赤外線検出器３の特定の点に結像せず、赤外線検出器３の検出面に均等に入射する。基
礎補正データ更新部６３は、このような光学系を非合焦状態として撮像した画像を用いて
、基礎補正データを更新してもよい。
【００５０】
　なお、一例として、基礎補正データ更新部６３は、特開２００１－３３６９８３号公報
に示す方法で得た固定パターンノイズデータを基礎補正データとして取得してよい。特開
２００１－３３６９８３号公報に示す方法によれば、光学系を非合焦とした状態において
、赤外線検出器が出力した赤外線画像から固定パターンノイズデータを減算した処理後画
像と、固定パターンノイズノイズの期待値データとの誤差を求める。この誤差に基づく帰
還データを固定パターンノイズデータとして減算器に与える負帰還を行い、減算器の出力
画像データと期待値データとがほぼ同一となった時の帰還データを固定パターンノイズデ
ータとして保持する。
【００５１】
　なお、基礎補正データを更新するとは、補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正デ
ータを新たなデータで書き換えることを意味する。基礎補正データの更新は、赤外線検出
器３に含まれる全ての画素に対応する補正値を一度に更新するもののみならず、一部の画
素に対応する補正値を更新する一部更新も含む。
【００５２】
　ここで、本発明における、各画素の画素値に含まれる画素ごとの非均一性を補正する技
術の原理を説明する。特に、本発明では、各画素の画素値から温度変化に起因する画素値
の変動を抑制することに注目した。図３は、赤外線検出器３で検出した画素値（出力画素
値）における、入射赤外線に依存する信号成分と、ばらつき成分とを示す図である。図３
に示すように、５つの画素Ｐ１～Ｐ５について、５つの画素Ｐ１～Ｐ５の各画素値は、被
写体からの入射赤外線に依存する各信号成分Ｄ１～Ｄ５と、図中斜線を付して示す画素ご
との固有のばらつき成分との和である。また、５つの画素Ｐ１～Ｐ５の各ばらつき成分は
、温度変化によって変化しない成分Ａ１～Ａ５と温度変化に伴い変動する温度依存成分Ｂ
１～Ｂ５を含む。
【００５３】
　また、図３の左には、基準温度での画素値を示し、図３の右には、基準温度から温度が
変化した他の温度での画素値を示す。基礎補正データが、基準温度における各画素のばら
つき成分に相当する補正値の集合である場合、基準温度では、基礎補正データを用いて、
ばらつき成分を適切に補正（除去）することができる。しかし、基準温度から温度変化が
生じると、温度依存成分Ｂ１～Ｂ５中の矢印で示すように、温度依存成分Ｂ１～Ｂ５が増
減するため、例えば、基準温度に対応する基礎補正データを用いて、図３右の他の温度に
おける画素値を補正すると、温度依存成分Ｂ１～Ｂ５中の増加部分（温度依存成分Ｂ１～
Ｂ５中の矢印の部分）が出力される画素値に残存し、画素値が全体的に増加するようにシ
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フトしてしまう。逆に、温度依存成分Ｂ１～Ｂ５が減少した場合には、温度依存成分Ｂ１
～Ｂ５の減少部分の分だけ補正後の画素値が不適切に小さくなり、画素値が全体的に減少
するようにシフトしてしまう。このように、温度変化に起因して、非均一性補正処理後の
補正後画像の画素値が変動するという問題が生じる。
【００５４】
　図４は、左から順に、基準温度において撮像された赤外線画像を補正した補正後画像と
基準温度と異なる他の温度で撮像された赤外線画像を補正した補正後画像とを示す。なお
、両補正後画像は、基準温度に対応する基礎補正データを用いて非均一補正処理が行われ
ている。図４の左右の画像では、既知の温度範囲内の体温を有する人が含まれており、両
画像で人の体温にはほとんど差がないにも関わらず、上記のような温度依存成分の変動に
より、図４の右に示す基準温度と異なる温度に対応する補正後画像では、画像中の画素値
が全体的に変動し、人領域の画素値が小さくなっている。
【００５５】
　このような画素値の変動を抑制するために、周期的に基礎補正データを繰り返し取得し
て、取得した基礎補正データを用いて赤外線画像の不均一補正処理を行うことが好ましい
。しかし、基礎補正データの取得は、従来の方法では、基礎補正データのための画像を取
得するために、外部環境の撮像をできない期間が生じてしまう。しかし、例えば、車載用
の赤外線撮像装置１００などでは、歩行者など注目すべき被写体が赤外線画像に含まれて
いる期間などには、基礎補正データの更新を遅らせて外部環境を途切れず撮像して観察し
たいという要求がある。また、外部環境を途切れず撮像したい状況が、一定の期間、継続
することも生じうる。このような場合には、外部環境の撮像を途切れさせないで、温度変
化に起因する画素値の変動を補正することができることが好ましい。
【００５６】
　本発明では、温度変化に起因する画素値の変動を補正するために、周囲温度に関わらず
概ね一定温度を保つことが既知である対象被写体の画素値を利用することに着目した。例
えば、赤外線画像に人体などの既知の特定温度範囲の温度を有する対象被写体が存在する
場合、対象被写体から入射する赤外線量は周囲温度に関わらず、概ね一定値を保つと推定
される。このため、もし対象被写体の画素値が変化すると、その画素値の変化量は、温度
変化に起因する画素値の変化量を表していると考えられる。また、画素値に影響を与える
温度変化は、外部環境の温度変化や回路基板の通電により生じる撮像値本体、回路基板お
よび画素自体の温度変化であり、赤外線検出器３の全体に対して類似する温度変化が生じ
ていると推定される。このため、本発明では、対象被写体の画素値の変化量は、赤外線検
出器３全体に含まれる複数の画素の画素値の変化量を表しているととらえる。
【００５７】
　このことから、オフセット値算出部６０は、後述の代表オフセット値算出部６９を備え
、代表オフセット値算出部６９により被写体値の画素値の変化量を、温度変化に起因する
変化量であって、赤外線検出器３の複数の画素の画素値の変化量を表す代表オフセット値
として算出する。そして、補正部６２が代表オフセット値に基づいて、赤外線画像の画素
値の温度依存成分の変動を打ち消すように、オフセット補正を行う。
【００５８】
　オフセット値算出部６０は、領域検出部６５と、画素値算出部６７と、変化量算出部６
８と、代表オフセット値算出部６９とを有してなる。以下、一例として、図４を用いて、
オフセット値算出部６０が、図４の左画像の被写体の画素値から図４の右画像の被写体の
画素値への変化量（被写体値変化量）を代表オフセット値として算出する処理を以下に説
明する。なお、補正部６２は、代表オフセット値を用いて、画素値の変動を低減する補正
を行うことにより、図４の右画像に示す温度に起因する画素値の変動（低下）を補正して
、図４の右画像の被写体の画素値が図４の左画像の被写体の画素値に相当する画素値にな
るように補正する。
【００５９】
　領域検出部６５は、補正部６２によって非均一性補正処理が行われた後の補正後画像を
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取得し、補正後画像から対象被写体に対応する被写体領域Ｒを検出する。ここでは、領域
検出部６５は、公知の手法により、赤外線画像から人物温度に対応する基準範囲の温度を
表す画素集合を検出し、検出された画素集合のエッジを抽出する。そして、抽出されたエ
ッジに対して、既知の人物形状を表すパターンを用いてパターン認識を行うことにより、
赤外線画像から人物を検出する。
【００６０】
　また、ここでは、領域検出部６５は、図４の右に示す補正後画像を取得し、補正後画像
から被写体の頭部（顔）を検出し、頭部を含む矩形領域を被写体領域Ｒとして検出する。
領域検出部６５は、赤外線画像から対象の被写体を検出できる手法であれば、任意の手法
を採用することができる。例えば、領域検出部６５は、人物領域を検出する場合に、特許
文献１に示される被写体領域Ｒの検出方法を採用してもよい。
【００６１】
　なお、上記のように、領域検出部６５が、人に対応する領域を被写体領域Ｒとして検出
する場合には、既知の人体温度範囲内の温度を有する人領域の画素値に基づいて、精度よ
く代表オフセット値を算出して赤外線画像の温度変化による変動を抑制する補正を行うこ
とができる。なお、撮像装置の設置される目的や観察対象に応じて、既知の特定範囲の温
度を有する任意の物体を対象被写体とすればよい。例えば、領域検出部６５は、人以外の
恒温動物などの領域を対象被写体に対応する領域として検出するように構成してもよい。
【００６２】
　画素値算出部６７は、領域検出部６５によって検出された被写体領域Ｒの画素値を表す
被写体値を算出する。ここでは、画素値算出部６７は、被写体領域Ｒの画素値の分布を表
すヒストグラムに基づいて、被写体領域Ｒの最頻値を被写体値として算出する。また、例
えば、画素値算出部６７は、被写体領域Ｒの画素値の分布を表すヒストグラムに基づいて
、平均値と中央値のいずれか１つを被写体値として算出してもよい。これらの場合には、
被写体領域Ｒの代表画素値である被写体値として適切な値を用いることにより、被写体領
域Ｒの画素値の変化を精度よく算出することができる。
【００６３】
　画素値算出部６７は、被写体領域Ｒの画素値を表す被写体値として、任意の方法で被写
体値を算出してよい。例えば、被写体領域Ｒの画素値の加算平均値又は重み付け加算平均
値を被写体値としてもよく、被写体領域Ｒのうち、特定の位置の画素値又は選択された複
数の画素の画素値に基づいて被写体値を算出してもよい。
【００６４】
　変化量算出部６８は、基準被写体値と、画素値算出部６７によって算出された被写体値
とに基づいて、被写体領域Ｒの画素値の変化量である被写体値変化量を算出する。具体的
には、変化量算出部６８は、基準値記憶部６６に記憶された基準被写体値を参照して、画
素値算出部６７によって対象となる赤外線画像から算出された被写体値から基準被写体値
を減算した差分の値を被写体値変化量として算出する。ここでは、図４の左画像から、後
述のように基準被写体値として１００が算出されて基準値記憶部６６に記憶されている。
画素値算出部６７が、図４の右画像から、被写体値として９０を算出すると、変化量算出
部６８は、被写体値（９０）から基準被写体値（１００）を減算した値（９０－１００＝
－１０）を被写体値変化量として算出する。
【００６５】
　なお、基準被写体値は、基準となる基準赤外線画像から算出される被写体値である。基
準被写体値と対象となる赤外線画像から得られる被写体値は、同じ基礎補正データを用い
て非均一性補正処理が施され、同様の方法で被写体領域Ｒが検出され、同様の方法で被写
体領域Ｒにおける被写体値が算出されたものであることが好ましい。また、基準赤外線画
像として、基礎補正データの取得ための画像を撮像した時刻とできるだけ近い時刻に撮像
された赤外線画像であって、被写体が含まれる赤外線画像を用いることが好ましい。
【００６６】
　図４の左に示す補正後基準画像から基準被写体値を算出する方法について説明する。デ
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ジタル信号処理部６は、基礎補正データ更新モードから通常撮像モードに移行すると、撮
像した赤外線画像がフレームメモリ６１に記憶され、補正部６２がフレームメモリ６１に
記憶された赤外線画像に対して基礎補正データに基づいて非均一性補正処理を施した補正
後画像を出力する。そして、領域検出部６５が、補正後画像に対して被写体領域Ｒを検出
する。被写体領域Ｒが検出されると、画素値算出部６７が、補正後画像の被写体領域Ｒか
ら、被写体領域Ｒの画素値の分布を表すヒストグラムに基づいて、被写体領域Ｒの最頻値
を基準被写体値として算出し、基準被写体値を基準値記憶部６６に記憶する。
【００６７】
　なお、被写体領域Ｒが検出されるまで、赤外線画像の撮像ごとに、フレームメモリ６１
に赤外線画像が記憶され、記憶された赤外線画像に対して、非均一性補正処理を施した補
正後画像を出力し、補正後画像中の被写体領域Ｒを検出するという一連の処理が繰り返さ
れる。なお、上記の場合には、基準赤外線画像は、基礎補正データ更新モードから通常撮
像モードに移行後、最初に被写体領域Ｒが検出された補正後画像に対応する赤外線画像で
ある。
【００６８】
　上記の場合には、基礎補正データの取得時と基準被写体値の取得時との時間間隔をでき
るだけ小さくすることができる。このため、基礎補正データの取得時の外部環境および回
路基板の温度と、基準被写体値の取得時の外部環境および回路基板の温度との差ができる
だけ小さい状態で、基準被写体値を算出することができる。このことにより、基準被写体
値を、基礎補正データを取得した時の温度に対応する画素値に近づけて、基礎補正データ
の取得時からの温度変化による画素値の変化を近似的に表す被写体値変化量が算出される
。従って、被写体値変化量を代表オフセット値として用いて、基礎補正データを取得した
ときからの温度変化による画素値の変動を好適に補正することができる。なお、基準赤外
線画像として、対象となる赤外線画像の撮像時よりも前に赤外線検出器３で撮像された任
意の赤外線画像を用いてもよい。
【００６９】
　代表オフセット値算出部６９は、被写体値変化量を、代表オフセット値として算出する
。そして、代表オフセット値算出部６９は、代表オフセット値を用いて基礎補正データの
各補正値をオフセット演算（増減）したデータを用いて、補正データ記憶部６４に記憶さ
れた基礎補正データを更新する。なお、代表オフセット値算出部６９は、代表オフセット
値を基礎補正データとは別に補正データ記憶部６４に記憶してもよい。
【００７０】
　図５、図６Ａおよび図６Ｂを用いて、代表オフセット値算出部６９が、代表オフセット
値を用いて基礎補正データを更新する処理を説明する。図５は、赤外線検出器３の画素の
一部である５×５画素Ｐ１～Ｐ２５を示す。図６Ａと図６Ｂは、基礎補正データであり、
図５の画素Ｐ１～Ｐ２５にそれぞれ対応する位置に、画素Ｐ１～Ｐ２５に対応する補正値
を示している。また、図６Ａは代表オフセット値算出部６９による更新処理前の基礎補正
データを示し、図６Ｂは、代表オフセット値算出部６９による更新処理後の基礎補正デー
タを示す。また、図６Ａ等に示すように、基礎補正データは、画素ごとに、その画素の非
均一性（画素ごとのばらつき成分）を補正（除去）する固有の補正値の集合となっている
。
【００７１】
　なお、図６Ａおよび図６Ｂに示す各数値は、いずれも説明のために簡略化した数値であ
って、実際とは異なる値とされている。また、説明のために５×５画素について説明する
が、代表オフセット値算出部６９は、赤外線検出器３に含まれるｎ個の画素の全てに対し
て、代表オフセット値算出部６９による更新処理を実行する。
【００７２】
　ここでは、代表オフセット値算出部６９は、先述の被写体値変化量（－１０）を代表オ
フセット値として算出し、図６Ａに示す、基礎補正データの各画素Ｐｉ（１≦ｉ≦２５）
にそれぞれ対応する補正値について、（ｉ番目の画素に対応する補正値）＝（ｉ番目の画
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素に対応する補正値）＋（代表オフセット値）とするオフセット演算を行って、図６Ｂに
示す、オフセット演算後の基礎補正データを算出し、オフセット演算後の基礎補正データ
を用いて、補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正データを更新する。図６Ａに示す
各補正値に対して、図６Ｂに示す各補正値に、代表オフセット値（－１０）が加算されて
いることが分かる。
【００７３】
　なお、代表オフセット値が算出されると、補正部６２は、補正データ記憶部６４に記憶
された基礎補正データに基づいて、赤外線画像の各画素値から、その画素値に対応する画
素の補正値を減算することにより、非均一性補正処理を実行する。つまり、補正部６２は
、更新後補正データに基づいて、赤外線画像の各ｉ番目の画素（１≦ｉ≦ｎ）について、
式（１－１）に示すオフセット演算を行うことにより、入力された赤外線画像に対して非
均一性補正処理を行って、補正後画像を出力する。
　　（ｉ番目の画素に対応する出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目
の画素の更新後の補正値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（（ｉ番目の画素の補正値
）＋（代表オフセット値））　　　　（１－１）
【００７４】
　図７は、第１の実施形態の信号補正処理の流れを示すフローチャートである。図７を用
いて信号補正処理の流れを詳細に説明する。
【００７５】
　まず、通常撮影モードの場合、赤外線撮像装置１００が赤外線画像を撮像すると、撮像
された赤外線画像はフレームメモリ６１に記憶される（ＳＴ０１）。補正部６２は、フレ
ームメモリ６１に記憶された赤外線画像に対して、補正データ記憶部６４を参照して、非
均一性補正処理を実施する（ＳＴ０２）。具体的には、基礎補正データに基づいて、赤外
線画像の各画素値から、その画素値に対応する画素の補正値をそれぞれ減算することによ
り、補正後画像を出力する。続いて、領域検出部６５は、補正後画像から被写体領域Ｒを
検出する（ＳＴ０３）。被写体領域Ｒが検出されない場合には（ＳＴ０４，ＹＥＳ）、Ｓ
Ｔ０１～ＳＴ０３の処理を繰り返す。一方、被写体領域Ｒが検出された場合には（ＳＴ０
４，ＹＥＳ）、画素値算出部６７が、検出された被写体領域Ｒの画素値に基づいて、被写
体値を算出する（ＳＴ０５）。次いで、変化量算出部６８は、被写体値から基準被写体値
を減算した差分を被写体値変化量として算出し（ＳＴ０６）、代表オフセット値算出部６
９は、算出された被写体値変化量を代表オフセット値として算出する（ＳＴ０７）。ここ
では、代表オフセット値算出部６９は、算出された代表オフセット値を用いて、補正デー
タ記憶部６４に記憶された基礎補正データを更新する（ＳＴ０８）。赤外線撮像装置１０
０は、終了条件を満たさない場合には（ＳＴ０９、ＮＯ）、ＳＴ０１～ＳＴ０８の処理を
繰り返す。赤外線撮像装置１００は、終了条件が満たされた場合には（ＳＴ０９、ＹＥＳ
）、処理を終了する。
【００７６】
　上記実施形態によれば、赤外線画像自体の情報に基づいて、温度変化に起因する、赤外
線検出器３の複数の画素の画素値の変化量を表す代表オフセット値を算出し、代表オフセ
ット値と基礎補正データとに基づいて、赤外線画像を補正する。このため、外部環境の撮
像を途切れさせないで、温度変化に起因する画素値の変動を補正することができる。
【００７７】
　また、上記実施形態では、基礎補正データ更新部６３を備え、基礎補正データ更新部６
３が、直前に撮像された赤外線画像から人が検出されないという更新条件を満たす場合に
基礎補正データの更新を行い、オフセット値算出部６０が、被写体が検出されている場合
に、代表オフセット値を算出する。そして、補正部６２は、代表オフセット値によって基
礎補正データを増減したデータに基づいて、赤外線画像をオフセット補正することにより
非均一性補正処理を行っている。
【００７８】
　このことにより、注目される被写体である人が撮像されている場合には、外部の撮像を
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中断する基礎補正データの更新処理を行わないで、通常撮像モードとして撮像を継続する
ことができる。さらに、通常撮像モードにおいて、被写体領域Ｒの検出の有無に応じて代
表オフセット値を適宜算出しているため、撮像を中断して基礎補正データを更新しなくて
も、温度変化による複数の画素の画素値の変化量を好適に補正することができる。また、
注目される被写体である人が撮像されていない状態において、適宜基礎補正データを更新
することができる。このため、補正部６２は、注目すべき被写体の有無に応じて、適宜温
度変化に応じた補正データを取得することができ、取得された補正データに基づいて、好
適に不均一性補正処理を行うことができる。
【００７９】
　また、上記各実施形態に示すように、オフセット値算出部６０が、周期的に繰り返し代
表オフセット値を算出した場合には、温度変化による画素値の変化量を好適に補正するこ
とができる。なお、上記のように、毎フレーム画像に対して被写体領域Ｒを検出し、被写
体領域Ｒが検出される度に代表オフセット値を算出した場合には、温度変化に対して好適
に代表オフセット値を適合させることができるため、上記効果が特に著しい。
【００８０】
　なお、オフセット値算出部６０は、代表オフセットの算出処理、又は、後述の固有オフ
セット値の算出処理を、時間間隔をあけて行ってもよい。
【００８１】
　また、基礎補正データ更新部６３による基礎補正データの更新処理を行う更新条件は、
任意に設定されてよい。
【００８２】
　また、制御部９を、基礎補正データ更新部６３による更新条件とは無関係に、オフセッ
ト値算出部６０によるオフセット値算出処理（代表オフセット値算出処理又は後述の固有
オフセット値算出処理）の実行を指示するように構成してもよい。
【００８３】
　例えば、オフセット値算出部６０は、設定した時間間隔で、代表オフセットの算出又は
後述の固有オフセット値の算出を行ってよい。この場合には、基板温度（特にセンサ温度
）および赤外線撮像装置１００の筐体温度などの撮影対象に無関係な外的要因による赤外
線量が頻繁に変動する場合には、上記時間間隔を短めに設定し、外的要因による赤外線量
があまり変動しない場合には、上記時間間隔を長めに設定することが考えられる。例えば
、オフセット値算出部６０が代表オフセット値を算出する時間間隔を、３分以下、あるい
は５分以下とすることができる。
【００８４】
　また、一例として、温度変化を検出するための不図示の温度センサを赤外線撮像装置１
００の外部又は内部に設けて、制御部９が温度センサの計測値に基づいて、温度変化を監
視してもよい。そして温度変化が観測された場合に、オフセット値算出部６０に指示して
、代表オフセット値の算出処理（あるいは、代表オフセット値の算出処理と固有オフセッ
ト値の算出処理の両方）を実施させてもよい。この場合、例えば、制御部が温度センサの
計測値を監視し、計測値を閾値判定して基準値以上の温度の変化を判断すればよい。
【００８５】
　また、制御部９は、時間経過や温度変化などに基づく任意の更新条件が満足された状態
であっても、画像の撮像を中断したくない状況など基礎補正データ更新部６３による基礎
補正データの更新処理を行うことが好ましくない状況が検出された場合には、基礎補正デ
ータ更新部６３による基礎補正データの更新処理を延期し、その代わりに、オフセット値
算出部６０によるオフセット値算出処理の実行を指示してもよい。この場合、制御部９は
、更新処理を行うことが好ましくない状況が解消されるまで、オフセット値算出部６０に
よるオフセット値算出処理の実行を適宜指示することが好ましい。この場合には、基礎補
正データ更新部６３による基礎補正データの更新処理を行うことが好ましくない状況の有
無に応じて、注目すべき被写体を含む補正後画像を継続して出力部８に出力しつつ、オフ
セット値算出処理によって、温度変化による画素値の変動を抑制することができる。
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【００８６】
　また、上記のように、被写体値変化量が代表オフセット値として算出され、代表オフセ
ット値によって基礎補正データを増減したデータに基づいて、赤外線画像をオフセット補
正した場合には、簡易かつ好適に赤外線画像の各画素値から温度変化に起因する画素値の
変化量を補正することができる。
【００８７】
　以下、図８Ａと図８Ｂとを用いて、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態
では、変化量算出部６８が、基準被写体値と被写体値の少なくとも一方の値に対して、基
準被写体値と被写体値の間の光学系１に起因するシェーディング（レンズシェーディング
）の差を低減する補正を行い、シェーディングの差を低減する補正を行った後の被写体値
から、シェーディングの差を低減する補正を行った後の基準被写体値を減算した値を被写
体値変化量として算出する点が第１の実施形態と異なる。
【００８８】
　図８Ａは、左から順に、基準温度において撮像された赤外線画像（基準赤外線画像）を
補正した補正後画像と基準温度と異なる温度で撮像された赤外線画像を補正した補正後画
像とを示す。なお、両補正後画像は、基準温度に対応する基礎補正データを用いて非均一
補正処理が行われている。ここで、図８Ａの左画像は、人領域が画像中央Ｚに位置し、図
８Ｂの右画像は、人領域が画像中央Ｚから離間した位置Ｃに位置する。図８Ｂに、均一な
温度の被写体を撮像した場合に検出面上の画素に入射する光量分布を概念的に示す。なお
、図８Ｂは、赤外線検出器３の検出面に含まれる直線上の画素の光量分布であり、この直
線は、図８Ａにおける画像中央Ｚに対応する検出面上の位置（光軸に対応する位置Ｚ１）
と、被写体領域Ｒの中心Ｃに対応する検出面上の位置（Ｃ１）とを通る直線である。図８
Ｂに示すように、光軸に対応する位置Ｚ１から離れた被写体領域Ｒの位置Ｃ１では、レン
ズシェーディングにより光量が低減していることが分かる。
【００８９】
　図８Ａに示すように、基準被写体値の検出に用いられる補正後画像と、被写体値の検出
に用いられる補正後画像で被写体領域Ｒの位置が異なる場合、基準被写体値と被写体値に
はそれぞれの被写体領域Ｒの位置に応じて、レンズシェーディングによる画素値の変化が
異なるものとなる。例えば、図８Ａの例では、右画像の被写体領域Ｒは光軸に対応する画
像中央Ｚから離間した位置Ｃに位置するため、被写体値には、温度変化による画素値の低
下と、レンズシェーディングによって画素値の低下が生じている。一方、左画像の基準被
写体値は、被写体領域Ｒが光軸に対応する画像中央Ｚに位置するため、基準被写体値には
、レンズシェーディングによる画素値の低下は生じていない。
【００９０】
　上記場合、単に被写体値から基準被写体値を減算した差分値を被写体値変化量とした場
合、被写体値変化量が、温度変化に起因する画素値の低下だけでなく、両画像間のレンズ
シェーディングの差を反映したものとなる。被写体値変化量が精度よく温度変化に起因す
る画素値の変化を表すためには、基準被写体値と被写体値の間のレンズシェーディングの
差の影響を除去した状態で被写体値変化量を算出することが好ましい。
【００９１】
　このため、第２の実施形態では、変化量算出部６８が、基準被写体値と被写体値の少な
くとも一方の値に対して、基準被写体値と被写体値の間の光学系１に起因するシェーディ
ングの差を低減する補正を行い、シェーディングの差を低減する補正を行った後の被写体
値から、シェーディングの差を低減する補正を行った後の基準被写体値を減算した値を被
写体値変化量として算出する。第２の実施形態は、第１の実施形態と変化量算出部６８以
外の各部の構成や機能は共通しているため、相違部分についてのみ説明する。
【００９２】
　図８Ａを例に説明すると、ここでは変化量算出部６８は、図８Ａに示すように、基準赤
外線画像の被写体領域Ｒの位置である基準位置、赤外線画像から検出された被写体領域Ｒ
の位置である位置Ｃを特定する。なお、被写体領域Ｒの位置は、被写体領域Ｒの中央の位
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置として特定される。そして、図８Ｂに示すような、製造時などに予め取得した、赤外線
検出器３の複数の画素のレンズシェーディングを表す情報に基づいて、変化量算出部６８
は、以下の式（２）を用いて、被写体領域Ｒが基準位置に位置する場合の基準被写体値を
、被写体領域Ｒが位置Ｃに位置する場合の基準被写体値に変換し、被写体領域Ｒが位置Ｃ
に位置する被写体値から、変換した基準被写体値を減算することにより、被写体値変化量
を算出する。
（位置Ｃにおける被写体値変化量）＝（位置Ｃにおける被写体値）－（基準位置の基準被
写体値）×（位置Ｃにおける光量／基準位置における光量）　　　（２）
【００９３】
　図８Ａの左画像において、画像中央Ｚである基準位置に被写体が位置する場合の基準被
写体値は１００である。図８Ｂに基づいて、光軸に対応する位置Ｚ１の光量に対する、被
写体領域Ｒに対応する位置Ｃ１の光量が８０％であったとする。変化量算出部６８は、レ
ンズシェーディングを表す情報を参照して、基準位置における光量に対する、位置Ｃにお
ける光量の割合（８０／１００）に基づいて、被写体領域Ｒが基準位置に位置する場合の
基準被写体値（１００）を、被写体領域Ｒが位置Ｃに位置する場合の基準被写体値（８０
）に変換する。そして、被写体領域Ｒが位置Ｃに位置する場合の被写体値（７０）から、
被写体領域Ｒが位置Ｃに位置する場合の基準変換値（８０）を減算した値を、被写体値変
化量（－１０）として取得する。このように、レンズシェーディングを表す情報に基づい
て、被写体領域Ｒが基準位置に位置する場合の基準被写体値を、被写体領域Ｒが位置Ｃに
位置する場合の基準被写体値に変換することで、基準被写体値と被写体値との間のレンズ
シェーディングの差を低減する補正を行った場合には、被写体値変化量を正確に算出する
ことができる。
【００９４】
　なお、基準位置は基準赤外線画像中の被写体領域Ｒの位置が適宜選択される。また、第
２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、画素値算出部６７は、被写体領域Ｒ
の代表的な画素値を表す任意の方法で、被写体値を算出してよい。変化量算出部６８は、
基準被写体値と被写体値との間のレンズシェーディングの差を低減する（打ち消す）こと
のできる、任意の補正方法を採用してよい。例えば、変化量算出部６８は、基準被写体値
と被写体値との間のレンズシェーディングの差を低減する（打ち消す）ために、被写体領
域Ｒが位置Ｃに位置する場合の被写体値を、被写体領域Ｒが基準位置に位置する場合の被
写体値に変換してもよく、被写体領域Ｒが基準位置に位置する場合の基準被写体値と、被
写体領域Ｒが位置Ｃに位置する場合の被写体値との双方を、被写体領域Ｒが第３の位置に
位置する場合の基準被写体値と、被写体領域Ｒが第３の位置に位置する場合の被写体値と
にそれぞれ変換してもよい。
【００９５】
　上記のように、被写体位置の違いによる、基準被写体値と被写体値のレンズシェーディ
ングの差が打ち消された状態で、被写体値変化量を算出した場合には、被写体値変化量が
、温度変化による画素値の変化をより顕著に表すため、被写体値変化量を代表オフセット
値して用いて赤外線画像の画素値を補正することにより、精度よく非均一性補正処理を行
うことができる。また、被写体値と基準被写体値とを用いて、シェーディングの差を打ち
消した被写体値変化量を算出することにより、簡易かつ精度よく被写体値変化量を算出す
ることができる。
【００９６】
　また、上記のような効果は、被写体値と基準被写体値との差を被写体値変化量として算
出する処理の前に、被写体値と基準被写体値とのレンズシェーディングの差を補正できる
ものであれば、レンズシェーディングの差を補正するタイミングを異ならせても同様の効
果が得られる。以下、レンズシェーディングを補正した画素値に基づいて被写体値を算出
する例である、第３の実施形態について説明する。図９は、第３の実施形態のデジタル信
号処理部６の構成を示す図であり、図１０は、第３の実施形態の信号補正処理を示すフロ
ーチャートである。
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【００９７】
　第３の実施形態では、オフセット値算出部６０が、変化量算出部６８による被写体値変
化量の算出に先立って、補正後画像の画素値の少なくとも一部に対して、光学系１に起因
するシェーディングを補正するシェーディング補正処理を行うシェーディング補正部７０
を備えている。また、第３の実施形態では、基準赤外線画像に対して非均一補正処理を実
施した補正後画像に後述のシェーディング補正部７０によってシェーディング補正を行い
、シェーディング補正された画像から、被写体領域Ｒを検出し、検出された被写体領域Ｒ
から被写体値を算出して、算出された被写体値が基準被写体値として基準値記憶部６６に
記憶されることが好ましい。
【００９８】
　さらに、ここでは、オフセット値算出部６０が、補正後画像における複数の画素に対応
する画素値に対してシェーディング補正処理を行うシェーディング補正部７０を備え、領
域検出部６５は、シェーディング補正処理を行った後の複数の画素に対応する画素値に基
づいて、被写体領域Ｒを検出する点が、第１の実施形態と異なる。このため、第１の実施
形態と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略する。以下、第１の実施形態と
の相違点を中心に説明し、その他の共通部分については説明を省略する。
【００９９】
　図１０に従って、第３の実施形態における信号補正処理の流れを説明する。なお、図１
０におけるＳＴ２１～ＳＴ２２の処理は、図７のＳＴ０１～ＳＴ０２とそれぞれ同様の処
理であるため説明を省略する。
【０１００】
　シェーディング補正部７０は、補正部６２から出力された補正後画像に対して、画素ご
とのレンズシェーディングに対応するシェーディング補正値の集合であるレンズシェーデ
ィング補正情報を参照し、補正後画像の各位置に対応する画素のシェーディング補正値を
取得する。そして、シェーディング補正部７０は、補正後画像の各画素値から、対応する
画素のレンズシェーディングを補正（除去）するように、シェーディング補正値をオフセ
ット演算することによりシェーディング補正を行う（ＳＴ２３）。なお、シェーディング
補正情報は、製造時に測定等によって作成され、補正データ記憶部６４に予め記憶してお
けばよい。
【０１０１】
　その後、領域検出部６５は、シェーディング補正処理を行った後の複数の画素に対応す
る画素値に基づいて、被写体領域Ｒを検出する（ＳＴ２４）。その後ＳＴ２６～ＳＴ３０
の処理は、図７のＳＴ０５～ＳＴ０９の処理とそれぞれ同様の処理であるため説明を省略
する。
【０１０２】
　第３の実施形態の場合にも、レンズシェーディングの差が補正された被写体値を用いて
被写体値変化量が算出されるため、第２の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、第
３の実施形態のように、領域検出部６５を、レンズシェーディングが補正された補正後画
像から被写体領域Ｒを検出するように構成した場合には、被写体領域Ｒの検出精度を向上
することができる。
【０１０３】
　なお、第３の実施形態の変形例として、図９の破線部で示すようにシェーディング補正
部７０を、検出された被写体領域Ｒに含まれる画素の画素値に対してシェーディング補正
処理を行い、画素値算出部６７を、シェーディング補正処理を行った後の被写体領域Ｒに
含まれる画素値に基づいて、被写体値を算出するように構成してもよい。以下、第３の実
施形態との相違点を中心に説明し、その他の共通部分については説明を省略する。
【０１０４】
　なお、第３の実施形態の変形例では、基準赤外線画像に対して非均一補正処理を実施し
た補正後画像から、被写体領域Ｒを検出し、検出された被写体領域Ｒにシェーディング補
正部７０がシェーディング補正処理を行い、シェーディング補正を行った被写体領域Ｒか



(19) JP 6356926 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

ら被写体値を算出して、算出された被写体値が基準被写体値として基準値記憶部６６に記
憶されることが好ましい。
【０１０５】
　図１１は、上記変形例の場合の信号補正処理を示すフローチャートである。なお、図１
１におけるＳＴ３１～ＳＴ３４の処理は、図７のＳＴ０１～ＳＴ０４とそれぞれ同様の処
理であるため説明を省略する。
【０１０６】
　被写体領域Ｒが検出されると、シェーディング補正部７０は、領域検出部６５に検出さ
れた被写体領域Ｒを取得して、被写体領域Ｒに対して、画素ごとのレンズシェーディング
に対応するシェーディング補正値の集合であるレンズシェーディング補正情報を参照し、
被写体領域Ｒの各位置に対応する画素のシェーディング補正値を取得する。そして、シェ
ーディング補正部７０は、被写体領域Ｒの各画素値から、対応する画素のレンズシェーデ
ィングを補正（除去）するように、対応する画素のシェーディング補正値をオフセット演
算することによりシェーディング補正を行う（ＳＴ３５）。なお、シェーディング補正情
報は、製造時に測定等によって作成され、補正データ記憶部６４に予め記憶しておけばよ
い。
【０１０７】
　その後、画素値算出部６７は、シェーディング補正処理を行った後の被写体領域Ｒに含
まれる画素値に基づいて、被写体値を算出する（ＳＴ３６）。その後ＳＴ３７～ＳＴ４０
の処理は、図７のＳＴ０６～ＳＴ０９の処理とそれぞれ同様の処理であるため説明を省略
する。
【０１０８】
　上記のように、シェーディング補正部７０が、検出された被写体領域Ｒに対してシェー
ディング補正を行う場合には、被写体値の算出に必要な範囲の画素値にシェーディング補
正を行って、計算負荷の過度の増加を抑制することができる。また、上記変形例に示す場
合にも、レンズシェーディングが補正された被写体値を用いて被写体値変化量を算出でき
るため、第２および第３の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１０９】
　以下、第４の実施形態について説明する。第１の実施形態では、図３に示すように、温
度変化に起因する各画素Ｐ１～Ｐ５の温度依存成分Ｂ１～Ｂ５の各変化量（図３右図の矢
印部分参照）を、赤外線検出器３全体の共通の値と近似し、被写体領域Ｒ値を代表オフセ
ット値として用いて、各画素の画素値を補正した。しかし、詳細には、温度変化に起因す
る各画素の画素値の変化量（各画素値の温度依存成分の変化量）は、画素ごとに固有の値
であると考えられる。
【０１１０】
　このため、第４の実施形態では、オフセット値算出部６０が、赤外線検出器３に含まれ
る複数の画素の画素値の変化量を表す代表オフセット値を用いて、赤外線検出器３に含ま
れる各画素に固有の画素値の変化量を表す固有オフセット値を算出する。さらに詳細には
、第４の実施形態は、オフセット値算出部６０が、固有オフセット値算出部７１をさらに
備え、補正部６２が、固有オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用
いて、赤外線画像をオフセット補正する点が第１の実施形態と異なる。以下、第１の実施
形態との相違点を中心に説明し、その他の共通部分については説明を省略する。
【０１１１】
　固有オフセット値算出部７１は、複数の画素の画素ごとに、代表オフセット値と固有オ
フセット値との関係をそれぞれ表す固有値情報に基づいて、複数の画素の画素ごとに、代
表オフセット値に対応する固有オフセット値をそれぞれ算出する。
【０１１２】
　固有値情報は、製造段階で計測されて取得され、予め補正データ記憶部６４に記憶され
ている。固有値情報は、画素ごとに、代表オフセット値と固有オフセット値との関係を表
す任意の方法で構成されてよい。例えば、固有値情報は、画素ごとに、代表オフセット値
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に対応する固有オフセット値を対応づけたテーブルを、複数の代表オフセット値に対して
それぞれ備えたものであってもよい。また、例えば、固有値情報は、画素ごとに、代表オ
フセット値と固有オフセット値との差を対応づけたテーブルを、複数の代表オフセット値
に対してそれぞれ備えたものであってもよい。
【０１１３】
　ここでは、固有値情報は、画素ごとに、代表オフセット値に対する、代表オフセット値
とその画素の固有オフセット値との差の割合の値（固有値）を対応づけたテーブルである
。図１３に固有値情報の例を示す。図１３の固有値情報は、図５における５×５画素Ｐ１
～Ｐ２５に対応する固有値を示している。ｉ番目の画素の固有値は、以下の式（３）のよ
うに表すことができる。
　　（ｉ番目の画素の固有値）＝｛（ｉ番目の画素の固有オフセット値）－（代表オフセ
ット値）｝/（代表オフセット値）　　　　　（３）
【０１１４】
　固有オフセット値算出部７１は、固有値情報に基づいて、各画素の固有値に代表オフセ
ット値をそれぞれ乗算することにより、画素ごとに、代表オフセット値とその画素の固有
オフセット値との差分値（＝（ｉ番目の画素の固有オフセット値）－（代表オフセット値
））を算出する。そして、固有オフセット値算出部７１は、代表オフセット値と差分値の
和として、固有オフセット値を算出する。なお、固有オフセット値と、代表オフセット値
と固有値との関係は、以下の式（４）のように表すことができる。なお、以下、代表オフ
セット値とｉ番目の画素の固有オフセット値との差分値を単に差分値と記載する場合があ
る。
　　（ｉ番目の画素の固有オフセット値）＝（代表オフセット値）＋（差分値）＝（代表
オフセット値）＋（代表オフセット値）×（ｉ番目の画素の固有値）　　　　　（４）
【０１１５】
　図１４Ａと図１４Ｂは、図５に示す画素Ｐ１～Ｐ２５にそれぞれ対応する基礎補正デー
タである。また、図１４Ａは固有オフセット値算出部７１による更新処理前の基礎補正デ
ータを示し、図１４Ｂは、固有オフセット値算出部７１による更新処理後の基礎補正デー
タを示す。図１３、図１４Ａおよび図１４Ｂを用いて、固有オフセット値算出部７１が、
代表オフセット値を用いて固有オフセット値を算出し、固有オフセット値を用いて基礎補
正データを更新する処理を説明する。
【０１１６】
　なお、基礎補正データは、本来は、画素ごとに、その画素の非均一性（画素ごとのばら
つき成分）を補正する固有の補正値が設定されているが、図１４Ａでは説明のために、共
通の補正値とされている。なお、図１３、図１４Ａおよび図１４Ｂに示す各数値は、いず
れも説明のための数値であって、実際とは異なる値とされている。また、説明のために５
×５画素について説明するが、オフセット値算出部６０は、赤外線検出器３に含まれる全
ての画素に対して、基礎補正データの更新処理を実行する。
【０１１７】
　ここでは、代表オフセット値算出部６９が、被写体値変化量（－１０）を代表オフセッ
ト値として算出したとする。すると、固有オフセット値算出部７１は、図１４Ａに示す基
礎補正データの各画素Ｐｉ（１≦ｉ≦２５）にそれぞれ対応する補正値について、式（５
）に示すオフセット演算を行って、図１４Ｂに示す、基礎補正データを算出する。図１４
Ｂに示すように、基礎補正データの各補正値がそれぞれ、固有オフセット値が加算されて
オフセット演算されていることが分かる。
　　（ｉ番目の画素の更新後の補正値）＝（ｉ番目の画素の補正値）＋（ｉ番目の画素の
固有オフセット値）　　（５）
【０１１８】
　そして、固有オフセット値算出部７１は、オフセット演算後の基礎補正データを用いて
、補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正データを更新する。
【０１１９】
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　なお、代表オフセット値が算出されると、補正部６２は、補正データ記憶部６４に記憶
された基礎補正データに基づいて、赤外線画像の各画素値から、その画素値に対応する画
素の補正値を減算することにより、非均一性補正処理を実行する。つまり、補正部６２は
、更新後補正データに基づいて、赤外線画像のｉ番目の画素（１≦ｉ≦ｎ）について、式
（６）に示すオフセット演算を行うことにより、入力された赤外線画像に対して非均一性
補正処理を行って、補正後画像を出力する。
　　（ｉ番目の画素に対応する出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目
の画素の更新後の補正値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（（ｉ番目の画素の補正値
）＋（ｉ番目の画素の固有オフセット値））　　　　　（６）
【０１２０】
　なお、固有オフセット値算出部７１は、補正部６２が補正する際に、固有オフセット値
を特定できる態様であれば、任意の態様で固有オフセット値を記憶してよい。例えば、固
有オフセット値算出部７１は、図１２の破線で示すように、固有オフセット値の集合であ
る固有オフセットデータを、基礎補正データとは別に、補正データ記憶部６４に記憶して
もよい。また、図示は省略するが、固有オフセット値算出部７１は、固有オフセットデー
タを、代表オフセット値と、画素ごとに代表オフセット値と固有オフセット値との差分値
を示す差分データと、に分けて補正データ記憶部６４に記憶してもよい。
【０１２１】
　また、補正部６２は、固有オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを
用いて、赤外線画像をオフセット補正する。なお、ここで補正部６２の補正対象となる赤
外線画像は、代表オフセット値の算出の際に用いられた赤外線画像であってもよく、代表
オフセット値の算出の際に用いられた赤外線画像より後に撮像された赤外線画像であって
もよい。
【０１２２】
　「固有オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用いて、赤外線画像
をオフセット補正する」とは、赤外線画像の各画素値から、固有オフセット値と、基礎補
正データに含まれる、その画素値に対応する画素の補正値とをオフセット補正（除去）す
ることを意味する。「固有オフセット値によって基礎補正データを増減させたデータを用
いて、赤外線画像をオフセット補正する」とは、結果的に、赤外線画像の各画素値から、
固有オフセット値と、基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値とを
それぞれオフセット補正（除去）するいかなる方法も含む。
【０１２３】
　例えば、補正部６２は、赤外線検出器３が１～ｎ個の画素を有する場合、補正部６２に
よって出力されるｉ番目（１≦ｉ≦ｎ）の画素の出力画素値が、（ｉ番目の画素に対応す
る出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目の画素の補正値）－（固有オ
フセット値）となる範囲で、任意の方法でオフセット補正を行ってよい。
【０１２４】
　一例として、図１２に破線で示すように、補正データ記憶部６４に固有オフセット値と
基礎補正データとが個々に記憶されている場合に、補正部６２は、固有オフセット値と、
基礎補正データと参照して、赤外線画像の各画素値から、式（６－１）に示すように、固
有オフセット値と、基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値とを減
算することにより、オフセット補正を行ってもよい。
　　（ｉ番目の画素に対応する出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目
の画素の補正値）－（ｉ番目の画素の固有オフセット値）　　　　　　　（６－１）
【０１２５】
　また、補正データ記憶部６４に、固有オフセット値算出部７１によって、固有オフセッ
ト値が代表オフセット値と差分値とに分けて記憶され、さらに基礎補正データが独立して
記憶されていてもよい。この場合には、式（６－２）に示すように、補正部６２は、赤外
線画像の各画素値から、基礎補正データに含まれるその画素値に対応する画素の補正値と
、代表オフセット値と、代表オフセット値とその画素の代表オフセット値と固有オフセッ
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ト値の差分値とを、減算することによりオフセット補正を行ってもよい。同じ結果が得ら
れる範囲で、減算の順番等は適宜異ならせてよい。
　　（ｉ番目の画素に対応する出力画素値）＝（ｉ番目の画素の入力画素値）－（ｉ番目
の画素の補正値）－（代表オフセット値）－（ｉ番目の画素の差分値）　（６－２）
【０１２６】
　なお、補正部６２は、結果的に、赤外線画像の各画素値から、少なくとも代表オフセッ
ト値と、基礎補正データに含まれる、対応する補正値とを補正（除去）するものであれば
、代表オフセット値と基礎補正データに含まれる補正値に加えて、さらなる補正値を用い
て補正処理を行ってもよい。
【０１２７】
　図１５は、第４の実施形態における信号補正処理の流れを示すフローチャートである。
以下図１５に従って、第４の実施形態における信号補正処理の流れを説明する。なお、図
１５におけるＳＴ４１～ＳＴ４７の処理は、図７のＳＴ０１～ＳＴ０７とそれぞれ同様の
処理であるため説明を省略する。
【０１２８】
　代表オフセット値が算出されると、固有オフセット値算出部７１は、固有値情報を参照
して、画素ごとに、代表オフセット値に対応する固有オフセット値を算出する（ＳＴ４８
）。そして、固有オフセット値算出部７１は、基礎補正データにおける各補正値を固有オ
フセット値によってオフセット演算し、オフセット演算して得られた基礎補正データによ
って、補正データ記憶部６４に記憶された基礎補正データを更新する（ＳＴ４９）。そし
て、赤外線撮像装置１００は、終了条件を満たさない場合には（ＳＴ５０、ＮＯ）、ＳＴ
４１～ＳＴ４９の処理を繰り返す。赤外線撮像装置１００は、終了条件が満たされた場合
には（ＳＴ５０、ＹＥＳ）、処理を終了する。
【０１２９】
　上記第４の実施形態によれば、補正部６２が、固有オフセット値によって基礎補正デー
タを増減させたデータに基づいて、オフセット補正を行うことにより非均一性補正処理を
行うため、温度変化に起因する画素ごとの非均一性の変動をより好適に補正することがで
きる。
【０１３０】
　また、固有値情報を、画素ごとに、代表オフセット値に対する、代表オフセット値とそ
の画素の固有オフセット値との差の割合の値（固有値）を対応づけたテーブルとして記憶
し、固有値情報に基づいて固有オフセット値を算出するようにしたため、補正データ記憶
部６４に記憶する固有値情報が過度に増大することを好適に抑制することができる。
【０１３１】
　なお、第４の実施形態は、第１～第３の実施形態およびその変形例と組み合わせること
ができる。
【０１３２】
　本発明の各実施形態によれば、赤外線（波長０．７μｍ～１ｍｍ）のうち、特に、遠赤
外線（波長８～１５μｍ）に基づいて発生するノイズに対しても好適に上記に説明した各
効果が得られるものである。なお、本発明の各実施形態に係る赤外線撮像装置１００は、
防犯用の撮像装置、車載用の撮像装置などに好適に適用可能であり、赤外線画像を撮影す
る単独の撮像装置として構成されてもよく、赤外線画像の撮像機能を有する撮像システム
に組み込まれて構成されてもよい。
【０１３３】
　上記の各実施形態はあくまでも例示であり、上記のすべての説明が本発明の技術的範囲
を限定的に解釈するために利用されるべきものではない。本発明の態様は、上記した個々
の実施例（第１～第４の実施形態、その他の変形例および応用例）に限定されるものでは
なく、個々の実施例の各要素のいかなる組合せも本発明に含み、また、当業者が想到しう
る種々の変形も含むものである。すなわち、特許請求の範囲に規定された内容およびその
均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変
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更および部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【０１３４】
１　　光学系
２　　シャッタ
３　　赤外線検出器（赤外線イメージセンサ）
４　　アナログ信号処理回路
５　　変換回路
６　　デジタル信号処理部
８　　出力部
９　　制御部
１０　シャッタ駆動機構
６０　オフセット値算出部
６１　フレームメモリ
６２　補正部
６３　基礎補正データ更新部
６４　補正データ記憶部
６５　領域検出部
６６　標準値記憶部
６７　画素値算出部６７
６８　変化量算出部
６９　代表オフセット値算出部
７０　シェーディング補正部
７１　固有オフセット値算出部
１００　　赤外線撮像装置
【図１】 【図２】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】
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